
 

 

 

 

 

介護請願署名の第一次提出（臨時国会）は11月２０日！ 

 新たに団体署名に取り組み、厚労省に提出します 
  当面の介護ウェーブの取り組みついて（通達第ア-775号）が発出されました。介護請願署名の国会提出、

団体対署名の取り組み、介護ウェーブチラシ2025の活用を提起しています。 

 

○介護請願署名の第一次国会提出…１１月２０日（火） 

第一次の介護請願署名提出を11月20日（木）に行います。「三大改悪」の中止とともに、2026年度介護報酬

期中改定、訪問介護の困難打開、大幅な処遇改善を実現させる予算措置を求める声を国会に届けましょう。集

約した署名を11月8日（土）までに全日本民医連事務局あてにお送りください。 

 

○ 団体署名の取り組み…１１月２０日（火） 

新たに団体署名の取り組みを提起しました。介護請願署名を提出する11月20日に厚労省要請を行い、この団

体署名を提出します。事業所名または法人名の記名と合わせて、「メッセージ欄」に現場の実態や制度改善・

処遇改善の要求などご記入ください。集約した団体署名は、11月8日（土）までに全日本民医連事務局あてにお

送りください。 

 

○介護ウェーブチラシ２０２５ 

学習資料、宣伝資材として「介護ウェーブチラシ2025」を各県連あてに作成・発送しました。介護事業所、

共同組織や地域での学習資料、および宣伝の資材として活用することと合わせ、法人内の全ての職員にも配

布、介護ウェーブを全体で共有しましょう。 

 

 

 

 

 

 

No.12 2025.9.26 

お問い合わせ先 介護ウェーブ推進本部 

TEL：03-5842-6451     E-mail：min-kaigo@min-iren.gr.jp      全日本民医連事務局：栗原・若林 
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